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板橋区公共交通会議の設置について

板橋区都市整備部都市計画課

資料１－１
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板橋区公共交通会議の設置について

１ 会議の設置の背景

・公共交通の現状と課題

・国の法制度の整備、東京都での検討

・板橋区の行政計画

・持続可能な社会の構築（イメージ）

２ 板橋区の交通に関する現状 （資料１―２にて説明）

３ 会議の目的と検討・協議内容

・公共交通の利便性向上と利用促進

・公共交通網の強化を目指した道路や交通結節機能の整備

・板橋区交通政策基本計画の進行管理・将来の改定

４ 会議の検討・協議スケジュール

・短期・中期スケジュール

・長期スケジュール
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１ 会議の設置の背景

（１）公共交通の現状と課題

①日本の公共交通の特徴

・狭い国土に密度高く人が集まって住み、人の移動が集中発生

→ 大量・効率的な移動手段の必要性

（現在は、郊外の開発により、人の住む範囲が広がっている）

・都市部に、高密度な交通網が形成

→ 高度経済成長期、鉄道・路線バス・路面電車により構築

その後、モータリゼーションの流れを受けて路面電車が減少し、

「鉄道」と「路線バス」による交通ネットワークが形成

（高度経済成長期後半まで自動車の普及が遅れたことで、都市部は公共交通網が先行して発達、

その一方で、地方部は自動車の普及とともに公共交通が打撃を受けていった）

・多くの移動需要に支えられた、多くの民間企業による独立採算の運行

→ 大量の効率的な輸送が行えるため、低廉な利用料金が維持でき、

利用者を繋ぎ止めることで経営も安定する

（利用者が減ると、減便・廃止の流れに）
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１ 会議の設置の背景

（１）公共交通の現状と課題

②人口（利用者（潜在的需要））

・板橋区は、令和12（2030）年頃から人口減少スタート（平成22（2010）年から自然減が継続）

・１５～６４歳（生産年齢）は、約１０％（４万人弱）減少の見込み

・高齢者（６５～７４歳（前期高齢者）７５歳以上（後期高齢者））は、継続して増加

（現在13.7万人が、令和27（2045）年に16.6万人まで増加）
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資料：板橋区の保健衛生（令和２年）を基に作成

区の出生、死亡の推移（自然増減）
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資料：板橋区人口ビジョン２０１９を基に作成
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１ 会議の設置の背景

（１）公共交通の現状と課題

③外出（需要） （平成30年東京都市圏パーソントリップ調査より）

・平成20年から外出率、トリップ数が大幅ダウン（東京都市圏・東京都いずれも同様の結果）

・若年層から高齢者にかけて、全体的に外出率の減少の傾向を示している。

⇒新型コロナウイルスの感染拡大を受けた「新たな生活様式」「働き方の変化」などにより、

さらに外出の減少が生じている。

5

区民の外出率・１人１日あたりのトリップ数

資料：平成３０年第６回東京都市圏パーソントリップ調査を基に区作成
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資料：国土交通省「第６回東京都市圏パーソントリップ調査の集計結果概要について

年齢階層別の外出率（東京都市圏全体）
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１ 会議の設置の背景

（１）公共交通の現状と課題

④担い手不足（供給） （例えば、バスの場合）

6

資料：ＮＨＫホームページ（https://www3.nhk.or.jp/news/special/bus/index.html）より

https://www3.nhk.or.jp/news/special/bus/index.html
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１ 会議の設置の背景

（１）公共交通の現状と課題

④担い手不足（供給）

・少子高齢化による生産年齢人口の減少（特に第１次ベビーブーム世代の引退の影響大）

・早朝から深夜までの運行では交代制勤務となり、多くの労働者を必要とする

平成３０年 日本の人口（年齢各歳別人口）

資料：総務省統計局「人口推計」を基に区作成

第１次ベビーブーム世代が
現役から引退

（人口の最大ボリューム層）第２次ベビーブーム世代の
現役引退も

そう遠くない時期に迫る
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１ 会議の設置の背景

（２）国の法制度の整備、東京都での検討

①国の法制度（１）

『交通政策基本法』及び同法に基づく『交通政策基本計画』

8

資料：国土交通省「交通政策基本計画について」を基に区作成

【施策の目標】

① 自治体中心に、コンパクトシ
ティ化等まちづくり施策と連携
し、地域交通ネットワークを再
構築する

② 地域の実情を踏まえた多様な交
通サービスの展開を後押しする

③ バリアフリーをより一層身近な
ものにする

④ 旅客交通・物流のサービスレベ
ルをさらなる高みに引き上げる

【基本的方針・Ａ】

豊かな国民生活に資する
使いやすい交通の実現

【施策の目標】

① 我が国の国際交通ネットワーク
の競争力を強化する

② 地域間のヒト・モノの流動を拡
大する

③ 訪日外客2000万人に向け、観
光施策と連携した取組を強める

④ 我が国の技術とノウハウを活か
した交通インフラ・サービスを
グローバルに展開する

【基本的方針・Ｂ】

成長と繁栄の基盤となる
国際・地域間の旅客交通・
物流ネットワークの構築

【施策の目標】

① 大規模災害や老朽化への備えを
万全なものとする

② 交通関連事業の基盤を強化し、
安定的な運行と安全確保に万全
を期する

③ 交通を担う人材を確保し、育て
る

④ さらなる低炭素化、省エネ化等
の環境対策を進める

【基本的方針・Ｃ】

持続可能で安心・安全な
交通に向けた基盤づくり

施策の推進にあたって留意すべき事項（抜粋）

⇒ 適切な「見える化」やフォローアップを行いつつ、国民・利用者の視点に立って交通に関する施策を講ずる。

⇒ 国、自治体、事業者、利用者、地域住民等の関係者が責務・役割を担いつつ連携・協働する。
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（２）国の法制度の整備、東京都での検討

①国の法制度（２）

『道路運送法』

○ 道路上で、自動車を使って有償で（運送の対価を得て）「旅客」を輸送する行為について規制

→ 国土交通大臣の許可が必要

→ 旅客自動車運送事業の例（事業用の緑ナンバーをつけて営業することが必要）

・乗合バス（路線バス・高速バス）、貸切バス、タクシー

１ 会議の設置の背景

資料：国土交通省中部運輸局「道路運送法等関係法令と地域公共交通会議について」を参考に区作成

利用者の安心・安全の確保

路線バスが廃止された地域やもともと公共交通がない地域などで

住民の生活交通の確保のため、地域の実情・ニーズに応じた適切な

旅客運送の導入に向けた検討を「法令に定められた会議体」におい

て実施することにより、一部の基準の緩和措置が受けられるなどの

制度が設けられている。

「法令に定められた会議体」とは

地方公共団体、一般旅客自動車運送事

業者・事業者団体、住民・利用者、地方

運輸局、運送事業者の自動車運転者が組

織する団体等を構成員とした会議体で、

交通に関わる関係者が一堂に会し協議を

行うことが大きな特徴となっている。
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（２）国の法制度の整備、東京都での検討

①国の法制度（３）

『地域公共交通の活性化及び再生に関する法律』（令和２年改正）

○ 地方公共団体による『地域公共交通計画』の作成

「まちづくりと連携した地域公共交通ネットワークの形成」＋「地域における輸送資源の総動員」

○ 地域における協議の促進

乗合バスの新規参入等の申請があった場合、国は地元自治体に通知
地元自治体は、地域公共交通計画等への影響等も踏まえ、地域の協議会で議論し、国に意見を提出

１ 会議の設置の背景

1
0

資料：国土交通省「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 概要」を基に区作成

地域が自らデザインする地域の交通

○ 輸送資源の総動員による移動手段の確保

地域に最適な旅客運送サービスの継続、自家用有償旅客運送や貨客混載の実施の滑化

○ 既存の公共交通サービスの改善の徹底

利用者目線による路線の改善、運賃の設定、MaaSの円滑な普及促進に向けた措置

地域の移動ニーズにきめ細かく対応できるメニューの充実
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（２）国の法制度の整備、東京都での検討

②東京都での検討

令和２年10月、「東京都における地域公共交通の在り方検討会」を設置、

令和３年度末までに「東京都における地域公共交通に関する基本方針（仮称）」を

取りまとめ、今後の取組みの促進を図るとしている。

１ 会議の設置の背景

1
1

資料：東京都「東京都における地域公共交通の在り方検討会」会議資料
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（３）板橋区の行政計画（体系）

１ 会議の設置の背景

1
2

資料：板橋区交通政策基本計画（概要版）に一部加筆

（令和２年３月）

（平成３０年３月）
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（３）板橋区の行政計画（交通政策基本計画）

１ 会議の設置の背景

資料：板橋区交通政策基本計画（概要版）
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（４）持続可能な社会の構築（イメージ）

１ 会議の設置の背景

公共交通 まち・経済

環 境

需要

収入

投資

供給

集客

賑わい

収益

投資

省エネ・
負荷低減

行動変容

人の営み

環境への
影響

①需要の維持＋新規創出

②妥当な利用者負担

③コスト管理と新たな投資

④移動手段の継続供給

⑤これらの“プラス”の

循環づくり

①魅力をつくり

②賑わいを生み出して

③商業をまわして

④新たな投資を呼ぶ

⑤これらの“プラス”の

循環づくり

①経済活動は環境負荷を伴う

②省エネと負荷軽減の必要性を再認識

③できることからの行動変容

④ＣＳＲやＥＳＧ投資の考えを取り込み

⑤一つ一つの取り組みを積み上げた

環境対策・政策

①まち・経済を支える公共交通

②集客・賑わいから生まれる移動

①運輸部門の環境負荷は大きいが

“移動”は人の営みに不可欠なもの

②大量輸送と個別輸送の使い分け

⇒効率の追求による負荷軽減

③個々の輸送手段の省エネ・負荷低減

④一つ一つの積み上げによる改善
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２ 板橋区の交通に関する現状 （資料１―２参照）

１ 板橋区のプロフィール

・位置、大きさ、人口・世帯数、人口密度

・地形

２ 道路

・都市計画道路、生活道路

・土地区画整理区域、木造住宅密集地域

３ 鉄道

・鉄道路線の位置、離隔距離

・駅勢圏、駅端末代表交通手段

４ 路線バス

・バスネットワーク

５ 公共交通サービス水準の相対的に低い地域

・地域の位置、特徴

６ 新たな公共交通

・区部周辺部環状公共交通（エイトライナー・メトロセブン）

この資料の地図は、全ページでほぼ同じ位置に印刷しています。ページをめくりながらご覧になると、複数の地図を
比較しながら見ていくことができるようにしています。
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３ 会議の目的と検討・協議内容

（１）目的

板橋区公共交通会議設置要綱第１条

『区の総合的な交通体系の整備と、公共交通の維持・充実を推進し、区民生活の向上に資するため』

① 電車・バス・タクシーといった “交通資源 ”は、まちの “財産 ”として捉え

⇒ 財産は、上手に使い、活用し、守る

② 人の営みに不可欠な “移動 ”を、より便利に、持続可能なものにしていく

⇒ 運送事業者と行政（許認可主体、地元自治体）の連携で、より使いやすく

⇒ 利用者はスマートに使いこなす
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３ 会議の目的と検討・協議内容

（２）検討・協議内容と具体の例

板橋区では、資料１－２のとおり、地理的状況や一定水準の公共交通網が供給されていることを

踏まえ、板橋区交通政策基本計画の実現を目指して、まずは、現在の電車・バス・タクシーによる

公共交通網の最大限の活用に取り組むこととし、

Ⅰ 公共交通の利便性向上と利用促進

Ⅱ 公共交通網の強化を目指した道路や交通結節機能の整備

Ⅲ 板橋区交通政策基本計画の進行管理・将来の改定

以上の３点を主たる検討・協議項目としていく。

他の自治体では「○○市地域公共交通会議」「○○市地域公共交通協議会」などの名称で会議体

設置し、自治体区域内の公共交通網の再編・再構築、特定地域の交通事情改善のための検討・取組

みを行っている。

板橋区公共交通会議設置要綱第３条第２項では、将来的に「地域公共交通会議」「地域公共交通

協議会」として議論すべき状況も想定しているが、上記とおり検討・協議を進めていく。
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３ 会議の目的と検討・協議内容

（２）検討・協議内容と具体の例

分 類

検討・協議内容

ソフト面の整備 ハード面の整備

公共交通 都市基盤

Ⅰ 公共交通の利便性向上と利用促進

・鉄道･バスの維持･充実

・公共交通網の認知向上

・モビリティマネジメント

・公共交通サービス水準の

相対的に低い地域の対応

・駅･バス停の環境改善

・乗換利便性の改善

・住宅地でのタクシー

乗場整備

―

Ⅱ 公共交通網の強化を目指した道路や
交通結節機能の整備 ―

・バスベイや専用レーン

の整備

・バス優先信号などの

定時性を高める処置

・都市計画道路の整備

・交通結節点の整備･改善

・道路と鉄道の連続立体

交差事業の促進

Ⅲ 板橋区交通政策基本計画の進行管理
将来の改定

・目標指標の設定

・達成状況の確認

・計画の改定



板 橋 区 公 共 交 通 会 議

19

４ 会議の検討・協議スケジュール

（１）短期・中期スケジュールイメージ

年度
令和２年度

（2020年度）

令和３年度

（2021年度）

令和４年度

（2022年度）

令和５年度

（2023年度）

会議開催 新規設置 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

会
議
の
検
討
・
協
議
内
容

Ⅰ 公共交通の
利便性向上・利用促進策の検討

Ⅲ 交通政策基本計画の
指標検討・設定 計画の進捗確認

利便性向上・利用促進策の具体の取組み
会
議
設
置
準
備

Ⅱ 公共交通網の強化を目指した
道路・交通結節機能の検討

道路・交通結節機能強化の具体の取組み
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４ 会議の検討・協議スケジュール

（２）長期スケジュールイメージ

 

現
在


